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長谷川進
■ 理事代理出席に関する確認依頼と管理会社の対応経緯について（要記録）
１．確認依頼の背景
管理規約附属「理事会運営細則」において、理事がやむを得ず理事会を欠席する場合、「代理人は、配偶者または一親等の親族に限る」と明記されています。

この規定に基づき、第32期（2023年11月開催）の理事会において陳氏が代理人として出席させた人物が、同氏の「配偶者」に該当するか否かの確認を、当時の理事会が管理会社に対し正式
に依頼いたしました。

２．管理会社の対応経緯
当該確認について、理事会は管理会社（大京アステージ）に対して複数回にわたり照会を行いましたが、1年半にわたって具体的確認を拒否または回避され続けました。

最終的に、2025年5月15日付で大京アステージ事業管理部コンプライアンス課を含む書面回答があり、その中で以下の通り説明されました（※回答書面 No.12 より抜粋）：

「当該入居時の入居届において“妻”と記載されていたため、弊社としてはそれ以上の個人情報に関する確認・問い合わせを行う立場にないと判断した。」

３．理事会側の見解と法的補足
管理会社の上記回答には、以下の点で重大な誤認が含まれていると考えます。

「配偶者」という用語は、民法・国籍法・入管法等において“婚姻関係にある者”を指す法的用語であり、「妻」という入居届上の記載のみでは法的な配偶者関係の確認とはなりません。

また、この確認依頼は、管理委託契約に基づく理事会支援業務の一環として、管理会社に正当に要請したものであり、確認を怠る理由にはなりません。

４．総括
本件は、単なる呼称上の誤解にとどまらず、理事会の運営正当性や議決権の適法性に直結する事項であり、管理会社がこれを軽視・放置したことは、管理委託契約上の受託者義務違反、および区分所有者の信頼を著しく損なう行為に該当します。

理事会としては、当該対応について記録として残すとともに、再発防止と法的整合性の確保の観点から、今後の契約見直しおよび第三者機関への報告も検討対象とします。


